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函館市税条例等の一部を改正する条例の制定について

函館市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

平成３０年６月１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市税条例等の一部を改正する条例

（函館市税条例の一部改正）

第１条 函館市税条例（昭和２５年函館市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。

第１１条の２第１項および第２項中「によつて」を「により」に改

める。

第１７条第１項各号列記以外の部分中「によつて」を「により」に

改め，同条第２項中「この節」の後ろに「（第３０条の１０第２項か

ら第４項までを除く。）」を加える。

第１８条第１項各号列記以外の部分中「によつて」を「により」に

改め，同条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め，

「得た金額」の後ろに「に１０万円を加算した金額」を加える。

第２５条の２第１項中「当該」を「同表の」に改める。

第２６条の２中「扶養控除額を，」の後ろに「前年の合計所得金額

が２，５００万円以下である」を加える。

第２７条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め，同項ただ

し書中「によつて」を「により」に改め，「配偶者特別控除額」の後

ろに「（所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象

配偶者に係るものを除く。）」を加え，同条第３項中「によつて」を

「により」に，「においては」を「には」に改め，同条第４項中「に

よつて」を「により」に，「及び」を「および」に，「又は」を「ま

たは」に，「においては」を「には」に改め，同条第５項中「におい



ては」を「には」に，「の者」を「に掲げる者」に改め，同条第６項

中「においては」を「には」に，「の者」を「に掲げる者」に，「又

は」を「または」に改め，同条第７項中「においては」を「には」に，

「の者」を「に掲げる者」に改める。

第３０条の９の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。

第３０条の９の５第１項中「においては」を「には」に，「以下こ

の節」を「次条第２項」に改め，同条第３項中「第３０条の９の５第

１項」と」の後ろに「，「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に

規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別

徴収義務者」と」を加える。

第３０条の１０中「による申告書」の後ろに「（次項および第３項

において「納税申告書」という。）」を加え，同条に次の３項を加え

る。

２ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は，

前項の規定により，納税申告書により行うこととされている法人の

市民税の申告については，同項の規定にかかわらず，同条第４２項

および地方税法施行規則で定めるところにより，納税申告書に記載

すべきものとされている事項（次項において「申告書記載事項」と

いう。）を，法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子

情報処理組織を使用し，かつ，地方税共同機構（第４項において「

機構」という。）を経由して行う方法その他地方税法施行規則で定

める方法により市長に提供することにより，行わなければならない。

３ 前項の規定により行われた同項の申告については，申告書記載事

項が記載された納税申告書により行われたものとみなして，この条

例の規定を適用する。

４ 第２項の規定により行われた同項の申告は，法第７６２条第１号

の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられ

たファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したも

のとみなす。

第７２条を第７２条の２とし，第２章第４節中同条の前に次の１条



を加える。

（製造たばこの区分）

第72条 製造たばこの区分は，次に掲げるとおりとし，製造たばこ代

用品に係る製造たばこの区分は，当該製造たばこ代用品の性状によ

るものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

ア 紙巻たばこ

イ 葉巻たばこ

ウ パイプたばこ

エ 刻みたばこ

オ 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

第７３条の次に次の１条を加える。

（製造たばことみなす場合）

第73条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となる

グリセリンその他の物品またはこれらの混合物を充塡したもの（た

ばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以下この条において「会

社」という。），加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気

となるグリセリンその他の物品またはこれらの混合物を充塡したも

のを製造した特定販売業者，加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱

により蒸気となるグリセリンその他の物品またはこれらの混合物を

充塡したものを会社または特定販売業者から委託を受けて製造した

者その他これらに準ずる者として地方税法施行規則第８条の２の２

で定める者により売渡し，消費等または引渡しがされたものおよび

輸入されたものに限る。以下この条および次条第３項第１号におい

て「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は，製造たばことみな

して，この節の規定を適用する。この場合において，特定加熱式た

ばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は，加熱式たばことする。

第７４条第１項中「第７２条第１項」を「第７２条の２第１項」に



改め，「消費等」の後ろに「（以下この条および第７８条において「

売渡し等」という。）」を加え，同条第２項中「前項の製造たばこ」

の後ろに「（加熱式たばこを除く。）」を加え，「喫煙用の紙巻たば

こ」を「紙巻たばこ」に，「当該右欄」を「同表の右欄」に改め，同

項後段を削り，同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」

に改め，同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め，同条第

４項中「前項」を「前２項」に改め，「関し，」の後ろに「第４項の」

を，「重量」の後ろに「または前項の加熱式たばこの品目ごとの１個

当たりの重量」を加え，同項を同条第６項とし，同項の前に次の１項

を加える。

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たば

この本数に換算する場合における計算は，売渡し等に係る加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこ

の重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を合計し，その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法

により行うものとする。

第７４条第３項中「前項」を「第２項」に改め，「の重量を」の後

ろに「紙巻たばこの」を加え，「場合の」を「場合または前項第１号

に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこ

の本数に換算する場合における」に，「第７２条第１項の売渡しまた

は同条第２項の売渡しもしくは消費等」を「売渡し等」に，「同欄」

を「第７２条」に，「喫煙用の紙巻きたばこ」を「紙巻たばこ」に改

め，同項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は，第１号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した

紙巻たばこの本数，第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこ

の本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数および第３号に

掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算

した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の



１グラムをもつて紙巻たばこの１本に換算する方法

(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の地方税法施行規則第

１６条の２の２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の 0.4

グラムをもつて紙巻たばこの０．５本に換算する方法

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ，それぞれ次に定める金

額の紙巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部

を改正する法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第

１号に定めるたばこ税の税率，一般会計における債務の承継等に

伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成１０年

法律第１３７号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率，

法第７４条の５に規定するたばこ税の税率および法第４６８条に

規定するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額

の合計額を１００分の６０で除して計算した金額をいう。第８項

において同じ。）をもつて紙巻たばこの０．５本に換算する方法

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１

項または第２項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められ

ている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額（消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により課されるべき消費

税に相当する金額および法第２章第３節の規定により課される

べき地方消費税に相当する金額を除く。）

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９

年法律第７２号）第１０条第３項第２号ロおよび第４項の規定

の例により算定した金額

第７４条に次の４項を加える。

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号アまた

はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算

は，売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア

またはイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じ

て得た金額を合計し，その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。



８ 前項の計算に関し，加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３

項第３号アに定める金額または紙巻たばこの１本の金額に相当する

金額に１銭未満の端数がある場合には，その端数を切り捨てるもの

とする。

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項

に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数

がある場合には，その端数を切り捨てるものとする。

10 前各項に定めるもののほか，これらの規定の適用に関し必要な事

項は，地方税法施行規則で定めるところによる。

第７５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。

第７６条第３項中「第７２条」を「第７２条の２」に改める。

第７８条第１項中「第７２条第１項の売渡しまたは同条第２項の売

渡しもしくは消費等」を「売渡し等」に改める。

附則第４条第１項中「得た金額」の後ろに「に１０万円を加算した

金額」を加える。

附則第８条の３第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め，同条

第３項を削り，同条第４項中「第１５条第２項第７号」を「第１５条

第２項第６号」に改め，同項を同条第３項とし，同条中第５項を第４

項とし，第６項を第５項とし，同項の次に次の１項を加える。

６ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は，３分の２とする。

附則第８条の３第１３項中「第１５条の８第４項」を「第１５条の

８第２項」に改め，同項を同条第１９項とし，同条第１２項を同条第

１７項とし，同項の次に次の１項を加える。

18 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は，零とす

る。

附則第８条の３中第１１項を第１６項とし，第１０項を第１４項と

し，同項の次に次の１項を加える。

15 法附則第１５条第３９項に規定する条例で定める割合は，５分の

４とする。



附則第８条の３第９項中「第１５条第３２項第２号ハ」を「第１５

条第３２項第３号ハ」に改め，同項を同条第１３項とし，同条第８項

中「第１５条第３２項第２号ロ」を「第１５条第３２項第３号ロ」に

改め，同項を同条第１２項とし，同条第７項中「第１５条第３２項第

２号イ」を「第１５条第３２項第３号イ」に改め，同項を同条第１１

項とし，同項の前に次の４項を加える。

７ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は，３分の２とする。

８ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は，３分の２とする。

９ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は，４分の３とする。

10 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は，４分の３とする。

第２条 函館市税条例の一部を次のように改正する。

第７４条第３項各号列記以外の部分中「０．８」を「０．６」に，

「０．２」を「０．４」に改める。

附則第８条の３第１６項中「第１５条第４４項」を「第１５条第43

項」に改め，同条第１７項中「第１５条第４５項」を「第１５条第44

項」に改め，同条第１８項中「第１５条第４７項」を「第１５条第46

項」に改める。

第３条 函館市税条例の一部を次のように改正する。

第７４条第３項各号列記以外の部分中「０．６」を「０．４」に，

「０．４」を「０．６」に改め，同項第３号中「第４８条第１項第１

号」を「第４８条第１項第２号」に改める。

第７５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。

第４条 函館市税条例の一部を次のように改正する。

第７４条第３項各号列記以外の部分中「０．４」を「０．２」に，

「０．６」を「０．８」に改め，同項第３号中「所得税法等の一部を

改正する法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第２号に



定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）第１１条第１項

に規定する」に改め，同号イ中「（昭和５９年法律第７２号）」を削

る。

第７５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。

第５条 函館市税条例の一部を次のように改正する。

第７３条の２中「および次条第３項第１号」を削る。

第７４条第３項各号列記以外の部分中「第１号」を「次」に改め，

「紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数，第

２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて

計算した紙巻たばこの本数および第３号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を削り，同項第１号を

削り，同項第２号を同項第１号とし，同項第３号を同項第２号とし，

同条第４項中「または前項第１号に掲げる方法により同号に規定する

加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り，同

条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め，同条第７項

中「第３項第３号」を「第３項第２号」に改め，同条第８項中「第３

項第３号ア」を「第３項第２号ア」に改め，同条第９項を削り，同条

第１０項を同条第９項とする。

（函館市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 函館市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年函館市条例

第４７号）の一部を次のように改正する。

附則第５条第２項各号列記以外の部分中「新条例」を「函館市税条

例」に改め，同項第３号中「平成３１年３月３１日」を「平成３１年

９月３０日」に改め，同条第３項中「新条例第７２条第１項」を「函

館市税条例第７２条の２第１項」に改め，同条第６項中「第１１条第

１項および第２項」を「第１１条」に，「ならびに」を「および」に，

「

第１１条第２項 各納期限 平成２７年改正条
例附則第５条第５
項の納期限 を



第１項 同条第６項の規定
により読み替えら
れた第１項

」

「
第１１条第１項第 第７８条第４項 平成２７年改正条
４号 例附則第５条第６

項の規定により読
み替えられた第78
条第４項

に

第１１条第２項 第１項 平成２７年改正条
例附則第５条第６
項の規定により読
み替えられた第１

項
」

改め，同条第９項中

「
第６項の表第１１ 附則第５条第５項 附則第５条第９項

条第２項の項 において準用する
同条第５項

を
同条第６項 同条第９項におい

て準用する同条第
６項

」

「
第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第９項
条第１項第４号の において準用する

項 同条第６項
に

第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第９項
条第２項の項 において準用する

同条第６項
」

改め，同条第１１項中

「
第６項の表第１１ 附則第５条第５項 附則第５条第１１

条第２項の項 項において準用す



る同条第５項
を

同条第６項 同条第１１項にお
いて準用する同条

第６項
」

「

第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第１１
条第１項第４号の 項において準用す
項 る同条第６項

に

第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第１１
条第２項の項 項において準用す

る同条第６項
」

改め，同条第１２項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月

１日」に，「１，２６２円」を「１，６９２円」に改め，同条第１３

項の表第４項の項中「平成３１年４月３０日」を「平成３１年１０月

３１日」に改め，同表第５項の項中「平成３１年９月３０日」を「平

成３２年３月３１日」に改め，同条第１３項中

「
第６項の表第１１ 附則第５条第５項 附則第５条第１３

条第２項の項 項において準用す
る同条第５項

を
同条第６項 同条第１３項にお

いて準用する同条
第６項

」

「
第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第１３
条第１項第４号の 項において準用す

項 る同条第６項
に

第６項の表第１１ 附則第５条第６項 附則第５条第１３
条第２項の項 項において準用す

る同条第６項
」

改める。



附 則

（施行期日）

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げ

る規定は，当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１条中第７２条を第７２条の２とし，第２章第４節中同条の前

に１条を加える改正規定，第７３条の次に１条を加える改正規定な

らびに第７４条，第７５条，第７６条第３項および第７８条第１項

の改正規定ならびに第６条（同条中附則第５条第６項，第９項およ

び第１１項の改正規定ならびに同条第１３項の改正規定（同項の表

第４項の項および同表第５項の項の改正規定を除く。）を除く。）

ならびに附則第４条から第６条までの規定 平成３０年１０月１日

(2) 第１条中第１８条第２項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同

一生計配偶者」に改める部分に限る。）および第２７条の２第１項

の改正規定ならびに次条第１項の規定 平成３１年１月１日

(3) 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成３１年４

月１日

(4) 第２条中第７４条第３項の改正規定 平成３１年１０月１日

(5) 第１条中第１７条，第１８条第１項および第３０条の１０の改正

規定ならびに次条第３項の規定 平成３２年４月１日

(6) 第３条ならびに附則第７条および第８条の規定 平成３２年１０

月１日

(7) 第１条中第１８条第２項の改正規定（第２号に掲げる改正規定を

除く。）および第２６条の２の改正規定ならびに附則第４条の改正

規定ならびに次条第２項の規定 平成３３年１月１日

(8) 第４条ならびに附則第９条および第１０条の規定 平成３３年10

月１日

(9) 第５条の規定 平成３４年１０月１日

(10) 第１条中附則第８条の３第１２項を同条第１７項とし，同項の次

に１項を加える改正規定（同条第１８項に係る部分に限る。） こ

の条例の施行の日または地方税法等の一部を改正する法律（平成30



年法律第３号。附則第３条第２項において「地方税法等改正法」と

いう。）附則第１条第１２号に定める日のいずれか遅い日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の函館市税条例の規定中

個人の市民税に関する部分は，平成３１年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し，平成３０年度分までの個人の市民税については，

なお従前の例による。

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の函館市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は，平成３３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し，平成３２年度分までの個人の市民税については，な

お従前の例による。

３ 第１条の規定による改正後の函館市税条例（次条第１項および附則

第１１条において「新条例」という。）第１７条および第３０条の10

第２項から第４項までの規定は，前条第５号に掲げる規定の施行の日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税および同日以後に開始する

連結事業年度分の法人の市民税について適用し，同日前に開始した事

業年度分の法人の市民税および同日前に開始した連結事業年度分の法

人の市民税については，なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関

する部分は，平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し，

平成２９年度分までの固定資産税については，なお従前の例による。

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得され

た地方税法等改正法第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第

２項に規定する施設または設備に対して課する固定資産税については，

なお従前の例による。

３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取

得された旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギ

ー発電設備に対して課する固定資産税については，なお従前の例によ



る。

（たばこ税に関する経過措置）

第４条 別段の定めがあるものを除き，附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日前に課した，または課すべきであったたばこ税については，

なお従前の例による。

（手持品課税に係るたばこ税）

第５条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定す

る売渡しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等（同法第

４６９条第１項第１号および第２号に規定する売渡しを除く。附則第

８条第１項および第１０条第１項において「売渡し等」という。）が

行われた製造たばこ（函館市税条例等の一部を改正する条例（平成27

年函館市条例第４７号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３級

品を除く。以下この項および第５項において「製造たばこ」という。）

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲

げる規定による改正後の函館市税条例（第４項および第５項において

「３０年新条例」という。）第７２条の２第１項に規定する卸売販売

業者等をいう。以下同じ。）または小売販売業者がある場合において，

これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７

号。附則第８条第１項および第１０条第１項において「所得税法等改

正法」という。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場か

ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（

これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在

する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして，たばこ

税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は，当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし，当該たばこ税の税率は，

１，０００本につき４３０円とする。



２ 前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者

の営業所ごとに，地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０

年総務省令第２４号）別記第２号様式による申告書を平成３０年１０

月３１日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は，平成３１年４月１日まで

に，その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納

付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定によりたばこ税を課する場合には，前３項に規定する

もののほか，３０年新条例第１１条，第７８条第４項，第８０条の２

および第８１条の規定を適用する。この場合において，次の表の左欄

に掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

第１１条第１項第２ 第７８条第１項もし 函館市税条例等の一
号 くは第２項 部を改正する条例（

平成３０年函館市条
例第 号。以下こ

の条および第２章第
４節において「平成
３０年改正条例」と
いう。）附則第５条

第２項

第１１条第１項第３ 第６４条の７第１項 平成３０年改正条例
号 の申告書，第７８条 附則第５条第３項の

第１項もしくは第２ 納期限
項の申告書または第
１１０条第１項の申
告書でその提出期限

第１１条第１項第４ 第７８条第４項 平成３０年改正条例
号 附則第５条第４項の

規定により読み替え

られた第７８条第４
項



第１１条第２項 第１項 平成３０年改正条例
附則第５条第４項の
規定により読み替え
られた第１項

第７８条第４項 第１項または第２項 地方税法施行規則の
に規定する申告書 一部を改正する省令

（平成３０年総務省

令第２４号）別記第
２号様式

第８０条の２第１項 第７８条第１項また 平成３０年改正条例

は第２項 附則第５条第２項

当該各項 同項

５ ３０年新条例第７９条の規定は，販売契約の解除その他やむを得な

い理由により，市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販

売業者に売り渡した製造たばこのうち，第１項の規定によりたばこ税

を課された，または課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等

について準用する。この場合において，当該卸売販売業者等は，施行

規則第１６条の２の５または第１６条の４の規定により，これらの規

定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書

類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に，当該控除ま

たは還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定によりた

ばこ税が課された，または課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載

した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（手持品課税に係るたばこ税に関する経過措置）

第６条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間にお

ける前条第４項の規定の適用については，同項の表第１１条第１項第

３号の項中「第６４条の７第１項の申告書，第７８条第１項」とある

のは，「第７８条第１項」とする。



（たばこ税に関する経過措置）

第７条 別段の定めがあるものを除き，附則第１条第６号に掲げる規定

の施行の日前に課した，または課すべきであったたばこ税については，

なお従前の例による。

（手持品課税に係るたばこ税）

第８条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同

日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場

合において，これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規

定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの

者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によ

りたばこ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者

等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所

において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡し

たものとみなして，たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の

課税標準は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし，

当該たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者

の営業所ごとに，地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０

年総務省令第２５号。附則第１０条第２項において「平成３０年改正

規則」という。）別記第２号様式による申告書を平成３２年１１月２

日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は，平成３３年３月３１日ま

でに，その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納

付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定によりたばこ税を課する場合には，前３項に規定する

もののほか，第３条の規定による改正後の函館市税条例（以下この項

および次項において「３２年新条例」という。）第１１条，第７８条

第４項，第８０条の２および第８１条の規定を適用する。この場合に



おいて，次の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１１条第１項第２ 第７８条第１項もし 函館市税条例等の一
号 くは第２項 部を改正する条例（

平成３０年函館市条

例第 号。以下こ
の条および第２章第
４節において「平成
３０年改正条例」と

いう。）附則第８条
第２項

第１１条第１項第３ 第６４条の７第１項 平成３０年改正条例

号 の申告書，第７８条 附則第８条第３項の
第１項もしくは第２ 納期限
項の申告書または第
１１０条第１項の申

告書でその提出期限

第１１条第１項第４ 第７８条第４項 平成３０年改正条例
号 附則第８条第４項の

規定により読み替え
られた第７８条第４
項

第１１条第２項 第１項 平成３０年改正条例
附則第８条第４項の
規定により読み替え
られた第１項

第７８条第４項 第１項または第２項 地方税法施行規則の
に規定する申告書 一部を改正する省令

（平成３０年総務省

令第２５号）別記第
２号様式

第８０条の２第１項 第７８条第１項また 平成３０年改正条例

は第２項 附則第８条第２項

当該各項 同項

５ ３２年新条例第７９条の規定は，販売契約の解除その他やむを得な



い理由により，市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販

売業者に売り渡した製造たばこのうち，第１項の規定によりたばこ税

を課された，または課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等

について準用する。この場合において，当該卸売販売業者等は，施行

規則第１６条の２の５または第１６条の４の規定により，これらの規

定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書

類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に，当該控除ま

たは還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定によりた

ばこ税が課された，または課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載

した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（たばこ税に関する経過措置）

第９条 別段の定めがあるものを除き，附則第１条第８号に掲げる規定

の施行の日前に課した，または課すべきであったたばこ税については，

なお従前の例による。

（手持品課税に係るたばこ税）

第10条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同

日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場

合において，これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の

規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれら

の者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業

者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合

には市の区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者であ

る場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして，たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税

の課税標準は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し，当該たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。



２ 前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者

の営業所ごとに，平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を

平成３３年１１月１日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は，平成３４年３月３１日ま

でに，その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納

付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定によりたばこ税を課する場合には，前３項に規定する

もののほか，第４条の規定による改正後の函館市税条例（以下この項

および次項において「３３年新条例」という。）第１１条，第７８条

第４項，第８０条の２および第８１条の規定を適用する。この場合に

おいて，次の表の左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１１条第１項第２ 第７８条第１項もし 函館市税条例等の一
号 くは第２項 部を改正する条例（

平成３０年函館市条

例第 号。以下こ
の条および第２章第
４節において「平成
３０年改正条例」と

いう。）附則第１０
条第２項

第１１条第１項第３ 第６４条の７第１項 平成３０年改正条例

号 の申告書，第７８条 附則第１０条第３項
第１項もしくは第２ の納期限
項の申告書または第
１１０条第１項の申

告書でその提出期限

第１１条第１項第４ 第７８条第４項 平成３０年改正条例
号 附則第１０条第４項

の規定により読み替
えられた第７８条第
４項

第１１条第２項 第１項 平成３０年改正条例
附則第１０条第４項



の規定により読み替
えられた第１項

第７８条第４項 第１項または第２項 地方税法施行規則の

に規定する申告書 一部を改正する省令
（平成３０年総務省
令第２５号）別記第
２号様式

第８０条の２第１項 第７８条第１項また 平成３０年改正条例
は第２項 附則第１０条第２項

当該各項 同項

５ ３３年新条例第７９条の規定は，販売契約の解除その他やむを得な

い理由により，市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販

売業者に売り渡した製造たばこのうち，第１項の規定によりたばこ税

を課された，または課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等

について準用する。この場合において，当該卸売販売業者等は，施行

規則第１６条の２の５または第１６条の４の規定により，これらの規

定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書

類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に，当該控除ま

たは還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定によりた

ばこ税が課された，または課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載

した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。

（都市計画税に関する経過措置）

第11条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は，平成３０年度以後

の年度分の都市計画税について適用し，平成２９年度分までの都市計

画税については，なお従前の例による。



（提案理由）

地方税法等の一部改正に伴い，個人の市民税について均等割および所

得割の非課税の範囲，所得割の基礎控除の適用を受ける所得金額ならび

に年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件に関する規定を整備し，

たばこ税について税率を引き上げ，および加熱式たばこの課税方式に関

する規定を整備し，固定資産税および都市計画税について課税標準に関

する特例措置に係る軽減割合を定める等の見直しを行い，ならびに特定

法人である内国法人に対する市民税の電子申告の義務付けに関する規定

の整備等をするため


